
平成27年10月から標準報酬制に移行します ❼
　平成27年10月からの標準報酬月額は、平成27年6月に受けた報酬に基づき決定し、掛金額等を算定する
旨、お知らせしてまいりました。
　しかし、標準報酬の決定等については、通常の方法によって算定することが困難であるとき、又は通常の方
法によって算定すれば著しく不当であるときは、「保険者算定」により標準報酬を算定することとされておりま
す。実際の運用は保険者の判断に委ねられており、移行期の取扱い例が全国連合会から示されたことを受け、
本組合における標準報酬制移行期の保険者算定の取扱いを以下のとおり取りまとめました。
　標準報酬制移行期において、平成27年6月の報酬が他の月と比べ著しく高額である場合、報酬の全部又は
一部が支給されない場合など、要件を満たした場合は保険者算定を行いますので、お知らせいたします。

　当該不支給の事由が発生する直前の報酬に基づき算定します。

欠勤、無給休職、育児休業、労組専従による休職等により、 
平成27年6月の報酬の全部又は一部が支給されない場合2

　変動後の当該月の報酬に基づき平成27年10月から適用となる標準報酬を見直します。

平成27年7月、8月、9月の間に、昇給や通勤手当等の変動により、 
固定的給与に変動があった場合3

　原則は平成27年6月の報酬に基づき、平成27年10月の標準報酬月額を算定するところですが、6月の報酬に
よることが著しく不当であると判断された場合（以下の要件のいずれも満たす場合）は、保険者算定を行います。
　この保険者算定を行う場合には、次ページの「標準報酬制移行時の年間報酬の平均による保険者算定申立に
係る報酬の比較及び組合員の同意書」を所属所に作成していただき、下段の「組合員の同意欄」に署名・捺印をし
ていただく必要があります。
　要件を満たす方は、ご自身が所属する課の長を経由のうえ、共済事務担当課に確認等をお願いいたします。

平成27年6月の報酬が他の月と比べ著しく高額である場合１

年間平均による保険者算定が認められる要件

ア　  毎年5月が繁忙期である部課署であり、「平成27年6月の標準報酬月額」と「平成26
年7月から平成27年6月までの1年間の報酬の平均により算定した標準報酬月額」の
間に2等級以上の差が生じていること

イ　  この2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること

ウ　  年間平均による保険者算定について組合員が同意していること
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お問い合わせ先　保険課　☎ 048-822-3306
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